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(57)【要約】
【課題】人の汗に含まれるアルコール成分の濃度を実用
レベルで短時間に検出でき、人の飲酒状態を実用レベル
で確実に検知できる飲酒状態検知装置を提供する。
【解決手段】飲酒状態検知ＥＣＵ２の発汗促進部２Ｃが
発熱体コントローラ８に所定の昇温指令信号を出力する
ことで、ステアリングホイール１７に設置された発熱体
９が標準体温の３６℃程度に昇温される。このため、ス
テアリングホイール１７を握るドライバの掌の発汗量が
増大してその汗に含まれるアルコール成分の量が増大す
る。その結果、ステアリングホイール１７に設置された
アルコールセンサ４により、ドライバの掌から発汗され
る汗に含まれるアルコール成分の濃度が実用レベルで短
時間に検出され、飲酒状態検知部２Ｄによりドライバの
飲酒状態が実用レベルで確実に検知される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人の汗に含まれるアルコール成分の濃度を検出して人の飲酒状態を検知する飲酒状態検
知装置であって、
　前記アルコール成分の濃度の検出時に人の発汗を促進させる発汗促進手段を備えている
ことを特徴とする飲酒状態検知装置。
【請求項２】
　前記アルコール成分の濃度を検出する検出器が車室内に設置されており、前記発汗促進
手段が車室内に装備された暖房装置を作動させることを特徴とする請求項１に記載の飲酒
状態検知装置。
【請求項３】
　人が手動操作する車室内の手動操作部材に前記アルコール成分の濃度を検出する検出器
が設置されており、前記発汗促進手段が前記手動操作部材に設置された発熱体を昇温させ
ることを特徴とする請求項１に記載の飲酒状態検知装置。
【請求項４】
　人が手動操作する車室内の手動操作部材に前記アルコール成分の濃度を検出する検出器
が設置されており、前記発汗促進手段が前記手動操作部材を手動操作する人の意思と異な
る挙動を前記手動操作部材に与えることを特徴とする請求項１に記載の飲酒状態検知装置
。
【請求項５】
　前記発汗促進手段は、車両が安全走行状態にあるときにのみ前記手動操作部材を手動操
作する人の意思と異なる挙動を前記手動操作部材に与えることを特徴とする請求項４に記
載の飲酒状態検知装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人の飲酒状態を検知する飲酒状態検知装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、飲酒状態のドライバによる車両の運転を防止するための飲酒運転防止装置が種々
提案されている（例えば特許文献１参照）。これに関連してドライバの飲酒状態を検知す
る飲酒状態検知装置も種々提案されている（例えば特許文献２参照）。
【０００３】
　ここで、特許文献２には、ドライバの汗に含まれるアルコール成分の濃度を検出するセ
ンサ素子を車両のステアリングホイールやシフトノブなどの運転操作部に設置することが
記載されている。
【特許文献１】特開２００４－２４９８４７号公報
【特許文献２】特開２００５－２２４３１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献２に記載されたような飲酒状態検知装置においては、ドライバの掌
から発汗される汗の量が微量であるため、センサ素子によるアルコール成分の濃度の検出
精度が低く、実用性に欠けるという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、人の汗に含まれるアルコール成分の濃度を実用レベルで短時間に検
出でき、人の飲酒状態を実用レベルで確実に検知することができる飲酒状態検知装置を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明に係る飲酒状態検知装置は、人の汗に含まれるアルコール成分の濃度を検出して
人の飲酒状態を検知する飲酒状態検知装置であって、アルコール成分の濃度の検出時に人
の発汗を促進させる発汗促進手段を備えていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る飲酒状態検知装置では、人の汗に含まれるアルコール成分の濃度の検出時
に発汗促進手段が人の発汗を促進させるため、人の発汗量が増大してその汗に含まれるア
ルコール成分の量が増大する。その結果、人の汗に含まれるアルコール成分の濃度が実用
レベルで短時間に検出され、人の飲酒状態が実用レベルで確実に検知される。
【０００８】
　本発明に係る飲酒状態検知装置においては、アルコール成分の濃度を検出する検出器を
車室内に設置し、発汗促進手段は、車室内に装備された暖房装置を作動させるように構成
することができる。
【０００９】
　この場合、発汗促進手段が車室内に装備された暖房装置を作動させることにより、車室
内の人の発汗量が増大してその汗に含まれるアルコール成分の量が増大する。その結果、
車室内に設置された検出器により車室内の人のアルコール成分の濃度が実用レベルで短時
間に検出され、車室内の人の飲酒状態が実用レベルで確実に検知される。
【００１０】
　また、本発明に係る飲酒状態検知装置においては、人が手動操作する車室内のステアリ
ングホイールやシフトノブ等の手動操作部材にアルコール成分の濃度を検出する検出器を
設置し、発汗促進手段は、手動操作部材に設置された発熱体を昇温させるように構成する
ことができる。
【００１１】
　この場合、発汗促進手段が手動操作部材に設置された発熱体を昇温させることにより、
手動操作部材を手動操作する人であるドライバの掌の発汗量が増大してその汗に含まれる
アルコール成分の量が増大する。その結果、手動操作部材に設置された検出器によりドラ
イバの掌の発汗に含まれるアルコール成分の濃度が実用レベルで短時間に検出され、ドラ
イバの飲酒状態が実用レベルで確実に検知される。
【００１２】
　さらに、本発明に係る飲酒状態検知装置においては、人が手動操作する車室内のステア
リングホイールやシフトノブ等の手動操作部材にアルコール成分の濃度を検出する検出器
を設置し、発汗促進手段は、手動操作部材を手動操作する人であるドライバの意思と異な
る挙動を手動操作部材に与えるように構成することができる。なお、発汗促進手段は、車
両が安全走行状態にあるときにのみ手動操作部材を手動操作する人であるドライバの意思
と異なる挙動を手動操作部材に与えるように構成されているのが好ましい。
【００１３】
　この場合、発汗促進手段が手動操作部材を手動操作する人であるドライバの意思と異な
る挙動を手動操作部材に与えることにより、ドライバには心理的不安感が発生し、ドライ
バは反射的に手動操作部材を強く握り締めるようなり、ドライバの掌が検出器に強く押し
当てられるようになる。加えて、ドライバは心理的不安感によっていわゆる冷や汗をかく
ようになり、ステアリングホイールを握るドライバの掌の発汗量が増大してその汗に含ま
れるアルコール成分の量が増大する。これらの相乗効果により、手動操作部材に設置され
た検出器によりドライバの掌の発汗に含まれるアルコール成分の濃度が実用レベルで短時
間に検出され、ドライバの飲酒状態が実用レベルで確実に検知される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る飲酒状態検知装置によれば、人の汗に含まれるアルコール成分の濃度の検
出時に発汗促進手段が人の発汗を促進させるため、人の発汗量が増大してその汗に含まれ
るアルコール成分の量が増大する。その結果、人の汗に含まれるアルコール成分の濃度を
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実用レベルで短時間に検出でき、人の飲酒状態を実用レベルで確実に検知することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明に係る飲酒状態検知装置の最良の実施形態を説明する。こ
こで、参照する図面において、図１は一実施形態に係る飲酒状態検知装置の構成を示す機
能ブロック図、図２は図１に示したアルコールセンサおよび発熱体が設置される車室内の
手動操作部材の一例を示すステアリングホイールの正面図、図３は図１に示した飲酒状態
検知ＥＣＵが実行する処理の手順を示すフローチャートである。
【００１６】
　一実施形態に係る飲酒状態検知装置は、図示しない車両に適用されることで、車両の運
転開始時および安全走行時において、車両を運転する人であるドライバの掌からの発汗に
含まれるアルコール成分の濃度を検出してドライバの飲酒状態を検知する。この飲酒状態
検知装置は、図１に示すように、イグニションスイッチ１のオンにより作動を開始する飲
酒状態検知ＥＣＵ（Electric　Control　Unit）２を主体に構成されている。
【００１７】
　飲酒状態検知ＥＣＵ２には、明暗センサ３およびアルコールセンサ４からそれぞれ所定
の検出信号が入力されると共に、車両に装備されている車速センサ５、操舵角センサ６お
よびミリ波レーダ７からもそれぞれ所定の検出信号が入力される。そして、この飲酒状態
検知ＥＣＵ２は、発熱体コントローラ８を介して発熱体９を昇温させ、エアコンＥＣＵ（
Electric　Control　Unit）１０を介してエアコン装置１１を暖房運転させ、パワステＥ
ＣＵ（ＥＰＳ／ＥＣＵ（Electric　Power　Steering／Electric　Control　Unit））１２
を介してステアリングアクチュエータ１３を作動させることが可能に構成されている。
【００１８】
　また、飲酒状態検知ＥＣＵ２は、ドライバの飲酒状態を検知すると、エンジンＥＣＵ（
Electric　Control　Unit）１４を介してエンジンを停止させ、または低速回転に保持さ
せ、ランプ制御ユニット１５を介してヘッドランプおよびハザードランプを点滅させ、ブ
レーキＥＣＵ（Electric　Control　Unit）１６を介してブレーキ装置を作動させること
が可能に構成されている。
【００１９】
　飲酒状態検知ＥＣＵ２、エアコンＥＣＵ１０、パワステＥＣＵ１２、エンジンＥＣＵ１
４およびブレーキＥＣＵ１６は、それぞれ入出力インターフェースＩ／Ｏ、Ａ／Ｄコンバ
ータ、プログラムおよびデータを記憶したＲＯＭ(Read　Only　Memory)、入力データ等を
一時記憶するＲＡＭ(Random　Access　Memory)、プログラムを実行するＣＰＵ(Central　
Processing　Unit)等をハードウェアとして備えたマイクロコンピュータで構成されてい
る。
【００２０】
　明暗センサ３、アルコールセンサ４および発熱体９は、図２に示すように、車両に装備
されたステアリングホイール１７の左右両側の正面に一対ずつ嵌め込まれて設置されてい
る。この設置個所は、ドライバが通常状態でステアリングホイール１７を握った場合にそ
の掌で覆われる部分である。ここで、明暗センサ３と発熱体９は上下方向に隣接して設置
されており、アルコールセンサ４は、発熱体９上に設置されてドライバの掌に接触可能と
なっている。
【００２１】
　明暗センサ３は、その周囲の明暗状態を検出するものであり、ドライバの掌によって覆
われると暗信号を出力し、ドライバの掌によって覆われていない状態では明信号を出力す
る。
【００２２】
　アルコールセンサ４は、例えば従来公知の半導体式のセンサであり、ドライバの掌に接
触することで、掌から発汗された汗に含まれるアルコール成分を検出し、そのアルコール
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成分の濃度に応じた検出信号を出力する。すなわち、アルコール濃度検出信号を出力する
。
【００２３】
　発熱体９は、通電により発熱する例えば半導体セラミックスなどからなる面状発熱体で
あり、飲酒状態検知ＥＣＵ２が発熱体コントローラ８に所定の昇温指令信号を出力するこ
とで、例えば標準体温の３６℃程度に昇温される。
【００２４】
　車速センサ５、操舵角センサ６およびミリ波レーダ７は、車両の走行状態が安全な状態
であるどうかを確認するために使用されるものであって、走行安全状態検出手段を構成す
る。車速センサ５は自車両の車速を検出し、操舵角センサ６は自車両のステアリングホイ
ール１７の操舵角を検出し、ミリ波レーダ７は自車両の前方を走行する他車両との間の車
間距離などを検出する。
【００２５】
　エアコンＥＣＵ１０は、車両に装備されたエアコン装置１１の運転を制御するものであ
り、飲酒状態検知ＥＣＵ２から所定の暖房指令信号が入力されると、エアコン装置１１を
適宜の温度に暖房運転させる。
【００２６】
　パワステＥＣＵ１２は、車両に装備された電動パワーステアリング装置を制御するもの
であり、飲酒状態検知ＥＣＵ２から所定の操舵指令信号が入力されると、電動パワーステ
アリング装置を構成するステアリングアクチュエータ１３を僅かに作動させてステアリン
グホイール１７をドライバの意志に反して所定の微小角度だけ転舵させる。
【００２７】
　エンジンＥＣＵ１４は、車両に装備されたエンジンを例えばドライブ・バイ・ワイヤ方
式によって制御するものであり、飲酒状態検知ＥＣＵ２からエンジン停止指令信号が入力
されると、点火系統を遮断し、あるいは燃料供給を遮断してエンジンの始動を阻止する。
また、飲酒状態検知ＥＣＵ２からアイドリング保持信号が入力されると、ススロットル開
度をアイドリング開度に保持してエンジンを低速回転に保持する。
【００２８】
　ランプ制御ユニット１５は、車両に装備されたヘッドランプおよびハザードランプの点
灯を制御するものであり、飲酒状態検知ＥＣＵ２から点滅指令信号が入力されると、ヘッ
ドランプおよびハザードランプを点滅させて車両の飲酒運転状態を周囲に報知する。
【００２９】
　ブレーキＥＣＵ１６は、車両に装備されたブレーキ装置を例えばドライブ・バイ・ワイ
ヤ方式によって制御するものであり、飲酒状態検知ＥＣＵ２から所定のブレーキ指令信号
が入力されると、ブレーキ装置を作動させて車両を減速させる。
【００３０】
　ここで、飲酒状態検知ＥＣＵ２には、ソフトウェアによりセンサ起動部２Ａ、走行安全
確認部２Ｂ、発汗促進部２Ｃ、飲酒状態検知部２Ｄが構成されている。発汗促進部２Ｃは
、発熱体コントローラ８、発熱体９、エアコンＥＣＵ１０、エアコン装置１１、パワステ
ＥＣＵ１２およびステアリングアクチュエータ１３と協働して本発明の発汗促進手段を構
成する。
【００３１】
　センサ起動部２Ａには、イグニションスイッチ１からオン・オフ信号が入力される。こ
のセンサ起動部２Ａは、イグニションスイッチ１からオン信号が入力されると、明暗セン
サ３およびアルコールセンサ４に起動信号を出力してこれらを起動させると共に、発汗促
進部２Ｂに作動開始信号を出力する。
【００３２】
　走行安全確認部２Ｂには、車両の走行が安全状態にあるかどうかを確認するため、走行
安全状態検出手段を構成する車速センサ５、操舵角センサ６およびミリ波レーダ７からそ
れぞれ検出信号が入力される。この走行安全確認部２Ｂは、入力された各検出信号に基づ
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き、例えば、自車両の前方を走行する他車両との間の車間距離が十分にあり、自車両の走
行速度が安全速度にあり、かつ、自車両のステアリングホイール１７による操舵角度が保
舵状態程度の僅かな角度範囲内にあるとき、走行安全確認信号を発汗促進部２Ｃに出力す
る。
【００３３】
　発汗促進部２Ｃは、センサ起動部２Ａから作動開始信号が入力されると、発熱体コント
ローラ８に所定の昇温指令信号を出力し、エアコンＥＣＵ１０に所定の暖房指令信号を出
力する。これにより、発熱体９が例えば標準体温の３６℃程度に昇温されると共に、エア
コン装置１１が適宜の温度に暖房運転される。
【００３４】
　また、発汗促進部２Ｃは、走行安全確認部２Ｂから走行安全確認信号が入力されると、
パワステＥＣＵ１２に所定の操舵指令信号を出力する。これにより、ステアリングアクチ
ュエータ１３が僅かに作動し、ステアリングホイール１７がドライバの意志に反した挙動
として所定の微小角度だけ転舵される。
【００３５】
　飲酒状態検知部２Ｄには、車両が走行状態にあるかどうかを判別するため、車速センサ
５からその検出信号が入力される。また、ドライバがステアリングホイール１７を握って
いるかどうかを確認するため、明暗センサ３からその周囲の明暗状態を示す明信号または
暗信号が入力される。そして、この飲酒状態検知部２Ｄは、明暗センサ３から暗信号が入
力されると、ドライバがステアリングホイール１７を握っているものとして、アルコール
センサ４からアルコール濃度検出信号を取得する。
【００３６】
　そして、飲酒状態検知部２Ｄは、アルコールセンサ４から取得したアルコール濃度検出
信号に基づき、アルコール成分の濃度が酒気帯び運転の基準とされる血中アルコール濃度
（例えば０．０３％）以上の場合には、ドライバが酒気帯び状態を含む飲酒状態にあるも
のと判定し、基準の血中アルコール濃度未満の場合には、ドライバが飲酒状態にないもの
と判定する。
【００３７】
　ここで、飲酒状態検知部２Ｄは、車両の停止状態でドライバが飲酒状態にあるものと判
定した場合、エンジンＥＣＵ１４にエンジン停止指令信号を出力することで、エンジンの
始動を阻止する。
【００３８】
　一方、車速センサ５からの車速検出信号により車両が走行状態にあると判別すると、飲
酒状態検知部２Ｄは、車両の飲酒運転状態を周囲に報知するため、ランプ制御ユニット１
５に点滅指令信号を出力してヘッドランプおよびハザードランプを点滅させる。また、エ
ンジンＥＣＵ１４にアイドリング保持信号を出力することで、エンジンを低速回転に保持
して車両の加速を禁止すると共に、ブレーキＥＣＵ１６に所定のブレーキ指令信号を出力
することで、ブレーキ装置を作動させて車両を減速させる。
【００３９】
　次に、前述した飲酒状態検知ＥＣＵ２が実行する一連の処理手順を図３に示すフローチ
ャートに沿って順次説明する。この飲酒状態検知ＥＣＵ２による一連の処理手順は、エン
ジンの始動前の車両停止状態において、図１に示したイグニションスイッチ１からセンサ
起動部２Ａにオン信号が入力されることで開始される。
【００４０】
　まず、ステップＳ１０では、明暗センサ３がその周囲の明暗状態を検出できるようにし
、アルコールセンサ４がドライバの掌から発汗される汗に含まれるアルコール成分を検出
できるようにするため、センサ起動部２Ａから明暗センサ３およびアルコールセンサ４に
それぞれ起動信号を出力してこれらを起動させる。
【００４１】
　つぎのステップＳ１１では、センサ起動部２Ａから発汗促進部２Ｃに作動開始信号を出
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力させて発汗促進部２Ｃの作動を開始させる。そして、続くステップＳ１２では、発汗促
進部２Ｃから発熱体コントローラ８に所定の昇温指令信号を出力させて発熱体９を例えば
標準体温の３６℃程度に昇温させる。
【００４２】
　さらに、続くステップＳ１３では、発汗促進部２ＣからエアコンＥＣＵ１０に所定の暖
房指令信号を出力させてエアコン装置１１を適宜の温度で暖房運転させる。このステップ
Ｓ１２、Ｓ１３の処理によりドライバ発汗が促進され、掌からの発汗も促進されるように
なる。
【００４３】
　その後、ステップＳ１４では、ドライバの掌がステアリングホイール１７の所定個所を
握っているか否かを判定するため、明暗センサ３の検出信号である明暗信号を飲酒状態検
知部２Ｄに入力させ、続くステップＳ１５では、飲酒状態検知部２Ｄに入力された検出信
号が暗信号であるか否かを判定する。
【００４４】
　ステップＳ１５の判定結果がＮＯの場合にはステップＳ１４の処理に戻るが、判定結果
がＹＥＳの場合には、ドライバの掌がステアリングホイール１７の所定個所を握っている
ものとみなし、つぎのステップＳ１６でアルコールセンサ４からアルコール濃度検出信号
を飲酒状態検知部２Ｄに入力させる。
【００４５】
　そして、続くステップＳ１７では、飲酒状態検知部２Ｄに入力されたアルコール濃度検
出信号に基づき、アルコール成分の濃度が酒気帯び運転の基準とされる血中アルコール濃
度（例えば０．０３％）以上であるか否かを判定する。すなわち、ドライバが飲酒状態に
あるか否かを判定する。
【００４６】
　ステップＳ１７の判定結果がＹＥＳであってドライバが飲酒状態にある場合には、続く
ステップＳ１８により、飲酒状態検知部２ＤからエンジンＥＣＵ１４にエンジン停止指令
信号を出力させてエンジンの始動を阻止し、飲酒状態のドライバによる車両の飲酒運転を
未然に防止する。その後、一連の処理を終了させる。
【００４７】
　一方、ステップＳ１７の判定結果がＮＯであってドライバが飲酒状態にない場合には、
ステップＳ１８の処理を実行することなく、一連の処理を終了させ、ドライバによる車両
の運転を可能とさせる。
【００４８】
　以上説明したように、一実施形態の飲酒状態検知装置では、飲酒状態検知ＥＣＵ２の発
汗促進部２Ｃが発熱体コントローラ８に所定の昇温指令信号を出力することで、ステアリ
ングホイール１７に設置された発熱体９が標準体温の３６℃程度に昇温される。このため
、ステアリングホイール１７を握るドライバの掌の発汗量が増大してその汗に含まれるア
ルコール成分の量が増大する。
【００４９】
　その結果、ステアリングホイール１７に設置されたアルコールセンサ４により、ドライ
バの掌から発汗される汗に含まれるアルコール成分の濃度が実用レベルで短時間に検出さ
れ、飲酒状態検知部２Ｄによりドライバの飲酒状態が実用レベルで確実に検知される。
【００５０】
　また、アルコールセンサ４によるアルコール成分の濃度の検出は、明暗センサ３の検出
信号に基づき、ドライバの掌がステアリングホイール１７の所定位置を確実に握っている
状態でのみ行われるため、他の同乗者からの呼気に含まれるアルコール成分の影響を排除
してドライバの掌から発汗される汗に含まれるアルコール成分のみの濃度が正確に検出さ
れる。
【００５１】
　すなわち、一実施形態の飲酒状態検知装置によれば、ステアリングホイール１７に設置
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されたアルコールセンサ４によりドライバの掌からの発汗に含まれるアルコール成分の濃
度を実用レベルで短時間に検出でき、ドライバの飲酒状態を実用レベルで確実に検知する
ことができる。
【００５２】
　本発明に係る飲酒状態検知装置は、前述した一実施形態に限定されるものではない。例
えば、発汗促進手段を構成する発熱体９およびエアコン装置１１は、発熱体９だけとして
もよいし、エアコン装置１１だけとしてもよい。
【００５３】
　また、走行安全状態検出手段には、ドライバの運転タスクが低く、車両の走行環境が良
好であることを確認するため、ドライバの挙動を検出するＣＣＤカメラなどを備えた装置
や、車外情報を取得するＣＣＤカメラ、ＧＰＳナビゲーション装置などを付加してもよい
。
【００５４】
　さらに、発汗促進手段を構成する発熱体９は、車両のステアリングホールに限らず、飲
酒状態のオペレータが操作すべきでない手動操作部材、例えばクレーンやウインチ等の重
機械装置の操作レバー等に設置してもよい。この場合、クレーンやウインチ等の重機械装
置のオペレータの飲酒状態を検知することができる。
【００５５】
　ここで、飲酒状態検知ＥＣＵ２が実行する一連の処理手順は、図４のフローチャートに
示すように変更することができる。この飲酒状態検知ＥＣＵ２による一連の処理手順は、
既に明暗センサ３およびアルコールセンサ４がセンサ起動部２Ａからの起動信号を受けて
起動状態となっている車両の走行状態において、適宜のタイミングで開始される。
【００５６】
　まず、ステップＳ２０では、車両の走行が安全状態にあるかどうかを確認するため、走
行安全状態検出手段を構成する車速センサ５、操舵角センサ６およびミリ波レーダ７から
それぞれの検出信号を走行安全確認部２Ｂに入力させる。
【００５７】
　つぎのステップＳ２１では、車両の走行が安全状態にあるか否かを走行安全確認部２Ｂ
に判定させる。ここで、走行安全確認部２Ｂは、入力された各検出信号に基づき、例えば
、自車両の前方を走行する他車両との間の車間距離が十分にあり、自車両の走行速度が安
全速度にあり、かつ、自車両のステアリングホイール１７による操舵角度が保舵状態程度
の僅かな角度範囲内にあるとき、車両の走行が安全状態にあるものと判定する。
【００５８】
　ステップＳ２１の判定結果がＮＯの場合にはステップＳ２０の処理に戻るが、判定結果
がＹＥＳの場合には、車両の走行が安全状態にあるものとみなし、続くステップＳ２２で
走行安全確認部２Ｂから発汗促進部２Ｃに走行安全確認信号を出力させて発汗促進部２Ｃ
の作動を開始させる。
【００５９】
　つぎのステップＳ２３では、発汗促進部２Ｃから発熱体コントローラ８に所定の昇温指
令信号を出力させて発熱体９を例えば標準体温の３６℃程度に昇温させる。この処理によ
りドライバ発汗が促進され、掌からの発汗も促進されるようになる。
【００６０】
　続くステップＳ２４では、発汗促進部２ＣからパワステＥＣＵ１２に所定の操舵指令信
号を出力させてステアリングアクチュエータ１３を僅かに作動させ、ステアリングホイー
ル１７を所定の微小角度だけ転舵させる。すなわち、ドライバの意志に反した挙動をステ
アリングホイール１７に付与する。
【００６１】
　このステップＳ２４の処理により、ドライバには心理的不安感が発生し、ドライバは反
射的にステアリングホイール１７を強く握り締めるようになり、ドライバの掌がアルコー
ルセンサ４に強く押し当てられるようになる。加えて、ドライバは心理的不安感によって
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いわゆる冷や汗をかくようになり、ステアリングホイール１７を握るドライバの掌の発汗
量が増大してその汗に含まれるアルコール成分の量が増大する。これらの相乗効果により
、アルコールセンサ４は、ドライバの掌から発汗される汗に含まれるアルコール成分の濃
度を実用レベルで短時間に検出可能となる。
【００６２】
　その後、ステップＳ２５では、ドライバの掌がステアリングホイール１７の所定個所を
握っているか否かを判定するため、明暗センサ３の検出信号である明暗信号を飲酒状態検
知部２Ｄに入力させ、続くステップＳ２６では、飲酒状態検知部２Ｄに入力された検出信
号が暗信号であるか否かを判定する。
【００６３】
　ステップＳ２６の判定結果がＮＯの場合にはステップＳ２５の処理に戻るが、判定結果
がＹＥＳの場合には、ドライバの掌がステアリングホイール１７の所定個所を握っている
ものとみなし、つぎのステップＳ２７でアルコールセンサ４からアルコール濃度検出信号
を飲酒状態検知部２Ｄに入力させる。
【００６４】
　そして、続くステップＳ２８では、飲酒状態検知部２Ｄに入力されたアルコール濃度検
出信号に基づき、アルコール成分の濃度が酒気帯び運転の基準とされる血中アルコール濃
度（例えば０．０３％）以上であるか否かを判定する。すなわち、ドライバが飲酒状態に
あるか否かを判定する。
【００６５】
　ステップＳ２８の判定結果がＹＥＳであってドライバが飲酒状態にある場合には、続く
ステップＳ２９で車速センサ５から車速飲酒状態検知部２Ｄに車速信号を入力させて車両
が走行状態にあることを判別し、その後、ステップＳ３０～Ｓ３２の処理を順次実行する
。
【００６６】
　ステップＳ３０では、飲酒状態検知部２Ｄからランプ制御ユニット１５に点滅指令信号
を出力させてヘッドランプおよびハザードランプを点滅させる。これにより、車両の飲酒
運転状態をが周囲に報知されることとなり、ドライバに車両の運転継続を断念させること
が可能となる。
【００６７】
　ステップＳ３１では、飲酒状態検知部２ＤからエンジンＥＣＵ１４にアイドリング保持
信号を出力させ、エンジンを低速回転に保持して車両の加速を禁止する。また、ステップ
Ｓ３２では、飲酒状態検知部２ＤからブレーキＥＣＵ１６に所定のブレーキ指令信号を出
力させ、ブレーキ装置を作動させて車両を減速させる。これにより、飲酒運転の弊害を極
力少なくすることが可能となる。
【００６８】
　ステップＳ３２の処理の後には、一連の処理を終了させるが、ステップＳ２８の判定結
果がＮＯであってドライバが飲酒状態にない場合には、ステップＳ２９～３２の各処理を
実行することなく、一連の処理を終了させ、ドライバによる車両の継続運転を可能とさせ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一実施形態に係る飲酒状態検知装置の構成を示す機能ブロック図である
。
【図２】図１に示したアルコールセンサおよび発熱体が設置される車室内の手動操作部材
の一例を示すステアリングホイールの正面図である。
【図３】図１に示した飲酒状態検知ＥＣＵが実行する処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４】図１に示した飲酒状態検知ＥＣＵが実行する処理手順の変更例を示すフローチャ
ートである。
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【符号の説明】
【００７０】
　１…イグニションスイッチ、２…飲酒状態検知ＥＣＵ、２Ａ…センサ起動部、２Ｂ…走
行安全確認部、２Ｃ…発汗促進部、２Ｄ…飲酒状態検知部、３…明暗センサ、４…アルコ
ールセンサ、５…車速センサ、６…操舵角センサ、７…ミリ波レーダ、８…発熱体コント
ローラ、９…発熱体、１０…エアコンＥＣＵ、１１…エアコン装置、１２…パワステＥＣ
Ｕ、１３…ステアリングアクチュエータ、１４…エンジンＥＣＵ、１５…ランプ制御ユニ
ット、１６…ブレーキＥＣＵ、１７…ステアリングホイール。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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人的饮用状态。 解决方案：饮用状态检测ECU 2的排汗促进单元2C将预
定的升温命令信号输出到加热元件控制器8，以将安装在方向盘17上的加
热元件9升高到大约36°C的标准体温。 被温暖。 因此，握住方向盘17的
驾驶员的手掌的出汗量增加，并且汗液中包含的酒精成分的量增加。 结
果，安装在方向盘17上的酒精传感器4在短时间内以实用水平检测驾驶员
的手掌的汗液中所含的酒精成分的浓度，并且饮酒状态检测单元2D使驾
驶员成为饮酒状态。 在实际水平上被可靠地检测到。 [选型图]图1
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